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◆計画策定の趣旨 

近年、核家族化の進展や地域におけるコミュニティの希薄化などにより、子どもと家庭を取り巻く環

境は大きく変化し、子育ち・子育てを社会全体で支援していくことが大きな課題となっています。 

本町では、平成27年３月に「甘楽町子ども・子育て支援事業計画」（１期）、令和２年３月に「第２期

甘楽町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子どもの健全な育成や子育て支援策を進めてきました。 

このたび、第２期計画が令和６年度末で終了することから、これまでの町の取り組みを振り返るとと

もに、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」のために第３期計画を策定します。 

 

◆計画の期間 

本計画の期間は、令和７年度から令和11年度までの５年間とします。なお、計画期間中における社会

情勢の変化や法制度の変更等に対しては柔軟に対応し、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

◆計画の対象 

本計画の対象は、子ども、子育て家庭、地域住民、各種団体、学校、企業、行政等、地域社会を構成

する全ての個人及び団体とします。 

 

◆年齢別児童数の推計 

本計画の対象期間（令和７年度～11年度）における将来児童数を、住民基本台帳を元に推計しまし

た。甘楽町の児童数は年々減少する傾向をたどっており、令和７年以降も減少が続くと予想されます。 
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第３期 甘楽町子ども・子育て支援事業計画 
計画策定 

必 要 に よ り 適 宜 見 直 し  

資料【実績：住民基本台帳各年４月１日現在】【推計：コーホート変化率法による推計値】※推計値は小数点以下を四捨五入しているため、合計は表記

された数値の合計と一致しない場合があります。 

実績 推計 



◆結婚・子育て支援ニーズ調査の概要 

教育・保育等に関する利用意向等のニーズの状況把握や町民の子育て支援に関する意見等を把握し、

子ども・子育て支援事業計画策定の基礎資料とするために保護者へニーズ調査を実施しました。 

■調査対象者：町内在住の就学前児童・小学生の保護者（584件配布／477件回収／回収率81.7％） 

■回答結果（一部抜粋） 

・回答者の半数近くが、教育・保育施設等の不定期（一時預かり等）の利用を希望しています。 

・父親の就労は約９割、母親の就労は約８割であり、共働き世帯が回答者の多くを占めています。 

・回答者の約２割が「かんらまち病児・病後児保育室を利用したことがある」と答えました。 

・充実を図ってほしい子ども・子育て支援施策の上位５項目は、「児童館」、「経済的支援」、「保育サー

ビス」、「親子イベント」、「放課後子ども教室・学童保育」です。 

 

◆課題への対応方針 

結婚・子育て支援ニーズ調査の結果から抽出された各課題への対応方針は以下のとおりです。 

【課題１】 不定期の教育・保育事業（一時預かり等）のニーズへの対応 

不定期、短時間の利用等、日常生活のなかで起こり得る保育ニーズへの対応の充実を検討します。 

【課題２】 共働き世帯とその子どもへの支援  

共働き世帯の増加に対応するため、教育・保育施設の環境の充実を図ります。 

【課題３】 病児・病後児保育事業の利用の向上  

町では令和５年４月から病児・病後児保育事業を開始しましたが、実際に利用したとの回答が少

なく、周知方法や利用しやすい運営方法を検討します。 

【課題４】 新たな子どもの居場所づくりへの対応 

新たな子どもの居場所づくりとして、児童館の設置、子ども食堂の支援等について検討します。 

【課題５】 安全の確保や公園の整備 

庁内関連部署や関係機関との連携を深めて、子どもが元気な町を目指します。 

【課題６】 放課後子ども教室・学童保育事業の充実 

令和４年４月から学童保育所を小学校区ごとに設置し、放課後子ども教室と連携して事業を実施

していますが、児童と保護者の利便性向上のため、運営方法を検討します。 

 

◆計画の基本理念 

子どもたちが健やかに生まれ、元気にいきいきと成長し、家族が子どもを育てることに喜びと生きが

いを感じ、地域のみんなで子どもや子育て家庭を支えるまちづくりを推進するため、計画の基本理念を

下記のとおり設定し、子育て支援施策を展開していきます。 
 
 

 





◆子ども・子育て支援の具体的事業目標 

子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画には「就学前の教育・保育事業」

及び「地域子ども・子育て支援事業」について、量の見込み、確保方策（確保量）及び実施時期等を記

載することとされています。 

 

（１）教育・保育事業の見込量と確保量 

児童数の推計値と「結婚・子育て支援ニーズ調査」結果、実績値に基づき、教育・保育の見込量（必

要となる利用定員総数）を推計しました。「見込量」に対応するよう、「確保量（確保可能な利用定員総

数）」を設定します。 
 

 

【現状】 

・町内には公私連携・幼保連携型認定こども園１園と公私連携型保育園１園があります。 
 
【計画期間の方針】 

・利用定員の見直し等により、ニーズ量は段階的に確保できる見込みです。 
 
・利用定員より量の見込みが多い場合は、弾力的運用により児童を受入れる予定であり、待機 

児童０を維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

区   分 
令 和 
7 年度 

令 和 
8 年度 

令 和  
9 年度 

令 和 
10 年度 

令 和 
11 年度 

１号認定 
見込量（人） 30 30 30 30 30 

確保量（人） 30 30 30 30 30 

２号認定 
見込量（人） 169 171 172 172 171 

確保量（人） 169 169 169 169 169 

３号認定 

０歳児 
見込量（人） 32 32 32 32 32 

確保量（人） 21 33 33 33 33 

１歳児 
見込量（人） 45 45 45 46 44 

確保量（人） 37 49 49 49 49 

２歳児 
見込量（人） 52 53 53 52 52 

確保量（人） 48 54 54 54 54 

合  計 
見込量（人） 328 331 332 332 329 

確保量（人） 305 335 335 335 335 

認定区分について 

１号認定： 満３歳～小学校就学前で、幼児期の教育を希望する子ども 

２号認定： 満３歳～小学校就学前で、保護者の就労や疾病などにより、保育を必要と 

する子ども 

３号認定： 満３歳未満で、保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども 



（２）地域子ども・子育て支援事業の見込量と確保量 

国から示された基本指針等に従って、計画期間における地域子ども・子育て支援事業の見込量を

定めます。「見込量」に対応するよう、事業ごとに「確保量」を設定します。 
 

  

事業名 事業概要 

令和 11 年度 
（計画最終年度） 

見込量 確保量 

利用者支援事業 
（こども家庭センター型） 

子育て家庭や妊産婦への相談や情報提
供、助言等必要な支援を行います。 
 

１か所 １か所 

地域子育て支援拠点事業 
（子育て支援センター） 

乳幼児と保護者を対象に情報交換や交
流、仲間づくりを行う場所を開設し、
子育ての相談、情報提供、助言等の支
援を行います。 

430 人回 １か所 

妊婦に対して健康診査を実
施する事業 

安全な分娩と健康な児の出生を目的に
妊婦健康診査の費用を負担し、定期検
診を促します。 

750 人回 750 人回 

乳児家庭全戸訪問事業 

保健師・保健推進員・助産師が生後４
か月までの乳児がいる家庭を訪問し、
乳児の発育や母親の健康状態の把握、
情報提供や指導・助言を行います。 

50 人 50 人 

養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、
保護者の育児、家庭等の養育能力を向
上させるための支援を行います。 
 

２人 2 人 

短期入所生活援助事業 
（ショートステイ事業） 

保護者の疾病等の理由で子どもの養育
が一時的に困難になった場合に、子ど
もを児童養護施設等で一時的に保護し
ます。 

３人日 3 人日 

夜間養護等事業 
（トワイライトステイ事業） 

保護者が仕事等の理由で平日の夜間に
不在となり、家庭で子どもを養育する
ことが困難となった場合に、子どもを
児童養護施設等で保護し、生活指導、
食事の提供等を行います。 

２人日 2 人日 

一時預かり事業 
（幼稚園型Ⅰ） 

認定こども園に在籍している園児（１
号）を主な対象として、教育時間の前
後又は長期休業日等に預かる事業で
す。 

4000 人日 4000 人日 

一時預かり事業 
（保育園） 

家庭において保育を受けることが一時
的に困難となった乳幼児について、保
育園において必要な保育を行います。 
 

50 人日 50 人日 

一時預かり事業 
（幼稚園型Ⅰ・保育園以外） 

家庭において保育を受けることが一時
的に困難となった乳幼児について、地
域子育て支援拠点、ファミリーサポー
トセンター等において必要な保育を行
います。 

206 人日 206 人日 

延長保育事業 

保護者の就労形態の多様化などに対応
するため、認定こども園・保育園等で
通常保育の時間を超えて保育需要へ対
応します。 

110 人 110 人 



 
 

◆計画の推進 

計画の推進に当たっては、施策を総括する部署が計画の進捗状況を把握し、町民及び関係機関・団

体等と連携し総合的な施策の実現を図ります。 

また、子ども・子育て審議会において計画の実施状況を点検・評価し、必要に応じて事業計画の検

討や見直しを行います。 

 

 

病児・病後児保育事業 

子どもが病気中や病気からの回復期に
あって、家庭で保育ができないとき
に、専任看護師等を配置し、保育園等
に付設された専用スペースにおいて保
育を行います。 

50 人日 50 人日 

子育て援助活動支援事業 
（ファミリーサポートセン
ター事業）＜就学児のみ＞ 

乳幼児や小学生の保護者等を会員とし
て、子どもの預かり等の援助を受ける
ことを希望する者と援助を行うことを
希望する者との相互援助活動に関する
連絡・調整を行います。 
※未就学児については、一時預かり事業（幼

稚園Ⅰ型・保育園以外）に計上しています。 

３人日 3 人日 

放課後児童健全育成事業 
（学童保育所） 

保護者が仕事等のために昼間家庭にい
ない小学校に就学している児童に対し
て、安心・安全な居場所を提供すると
ともに、遊び等を通じて児童の健全な
育成を図ります。 

103 人 
103 人 

 
３か所 

放課後子ども教室事業 

放課後に小学校の空き教室等を活用
し、地域の方々の参画を得て、児童に
対して遊びや学習、体験活動等の取り
組みを実施します。 

３か所 3 か所 

子育て世帯訪問支援事業 

訪問支援員が、不安・負担を抱えた子
育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等
がいる家庭の居宅を訪問し、不安や悩
みの傾聴、家事・子育て等の支援を実
施します。 

３人日 3 人日 

乳児等通園支援事業 
（こども誰でも通園制度） 

認定こども園及び保育園等に通ってい
ない満３歳未満の子どもを対象に、月
一定時間までの利用可能枠の中で、就
労要件を問わず時間帯等で園を利用で
きる事業です。 

36 人日 36 人日 

妊婦等包括相談支援事業  

妊婦のための支援給付と併せて、妊婦
等に対する相談支援事業を実施し、妊
娠期から子育て期までの切れ目のない
伴走型支援の充実を図ります。 

240 回 240 回 

産後ケア事業 
出産後１年以内の母子に対して、助産
師等の専門職が心身のケアや育児サポ
ート等の支援を行います。 

66 人日 66 人日 

 第３期 甘楽町子ども・子育て支援事業計画 （概要版）

令和７年（2025 年）年３月  甘楽町 福祉課 こども係 


